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資料２



農整第 １６１４ 号 

令和７年１０月２１日 

 

大阪府農業振興地域整備審議会会長 様 

 

 

大 阪 府 知 事   

 

 

 

令和７年度大阪府農業振興地域整備審議会について（付議） 

 

 

 

標記について、下記議案について審議会に付議します。 

 

 

記 

 

 

・第１号議案 大阪府農業振興地域整備計画の変更について 

  

 



 
 
 

第１号議案 

 
 
 
大阪府農業振興地域整備基本方針の変更 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 



大阪府農業振興地域整備基本方針
の変更について

令和７年１０月２１日（火）

大阪府環境農林水産部

農政室整備課



（１）令和７年農振法改正の背景・概要











（２）「農用地等の確保等に関する基本指針」の変更



(1)⾷料の安定供給の確保のための農業⽣産に必要な農⽤地等の確保に関する基本的な事項
改正農振法により基本指針に新たに定めることとなった、農⽤地等の確保に関する基本的な考え⽅
を追加

(2)農⽤地区域内において確保すべき農⽤地の⾯積の⽬標
国における令和17年の確保すべき農⽤地（農⽤地区域内農地）の⾯積の⽬標については、これまで
のすう勢を踏まえ、計画期間の施策効果を織り込み、390万haと設定（令和5年時点の農⽤地区域内
農地の⾯積︓396.7万ha）

(3)都道府県の農⽤地区域内において確保すべき農⽤地の⾯積の⽬標の設定の基準に関する事項
上記(2)を踏まえ、都道府県の農⽤地区域内において確保すべき農⽤地の⾯積の⽬標の設定の基準に
関する事項を変更

(4)その他
基本計画の変更を踏まえた記載の⾒直し等、所要の変更

主な変更内容







（３）大阪府農業振興地域整備基本方針の変更



大阪府農業振興地域整備基本方針の構成

第１ 都道府県の農⽤地区域内において確保すべき農⽤地の⾯積の⽬標その他の農⽤地等
の確保に関する事項

第２ 農業振興地域として指定することを相当とする地域の位置及び規模に関する事項
（指定予定地域）

第３ 農業⽣産の基盤の整備及び開発に関する事項
第４ 農⽤地等の保全に関する事項
第５ 農業経営の規模の拡⼤及び農⽤地等⼜は農⽤地等とすることが適当な⼟地の

農業上の効率的かつ総合的な利⽤の促進に関する事項
第６ 農業の近代化のための施設の整備に関する事項
第７ 農業を担うべき者の育成及び確保のための施設の整備に関する事項
第８ 第５に掲げる事項と相まって推進する農業従事者の安定的な就業の促進に関する

事項
第９ 農業構造の改善を図ることを⽬的とする主として農業従事者の良好な⽣活環境を

確保するための施設の整備に関する事項



都道府県の農用地区域内農地面積目標の設定基準
 都道府県の農用地区域内農地面積の目標は、国が示す設定基準に基づいて設定（基準は国の目標設定に準拠）。

 基準となる農地面積に、考慮要素を加減し、目標を設定。

大阪府算定

△206ha

基準となる農用地区域内の農地面積（令和５年現在の農用地区域内の農地面積）

△165ha

+154ha

+23ha

+72ha

△156ha

R17目標年

3,945ha都道府県面積目標（令和１７年時点で確保される農用地区域内の農地面積の目標）

大阪府
4,355ha※農地（耕地）以外の⼟地（荒廃農地、⼭林、原野、雑種地等）は含まれない

基準年からの増減
-410ha

※現在国と協議中で変更の可能性あり



（４）今後のスケジュールについて






